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市
民
の
皆
さ
ん
に
対
し
、
保
険

課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら「
還
付

金
が
発
生
し
て
い
る
」と
し
て
コ

ン
ビ
ニ
な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導

し
、預
金
を
引
き
出
そ
う
と
す
る

電
話
が
頻
発
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、
還
付
金
な
ど
の
手
続

き
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
直
接
電

話
を
か
け
た
り
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作

を
お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
不
審
な
電
話
が

あ
っ
た
場
合
は
、
絶
対
に
手
続
き

に
応
じ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
保
険
課
・
給
付
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

〈
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入

者
〉

　
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
か
ら
支
給
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
同
連
合
に
返
送
す
る

か
保
険
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

注
平
成
２６
年
８
月
１
日
～
２７
年
７

　
月
３１
日
の
間
に
、
次
の
事
由
の

　
該
当
者
は
、
申
請
書
の
送
付
が

　
な
く
て
も
申
請
で
き
る
場
合
が

　
あ
り
ま
す
。

▽
転
入
や
転
出
に
よ
り
お
住
ま
い

　
の
市
町
村
に
変
更
が
あ
っ
た

▽
新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
に
加
入
し
た

　
詳
し
く
は
、
大
阪
府
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
に
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

�
▽
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

問
保
険
課
・
給
付
係

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

▽
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入

　
者

問
大
阪
府
後
期
高
齢
者

　
医
療
広
域
連
合
・
給
付
課

℡�

０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１

合
算
対
象
自
己
負
担
額　
保
険
医

療
機
関
な
ど
で
支
払
っ
た
自
己
負

担
額
の
合
計
額

注
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
７０
歳

　
未
満
の
人
は
、
１
医
療
機
関
で

　
月
２
万
１
千
円
を
超
え
た
自
己

　
負
担
額
の
み
が
合
算
対
象
で
す
。

　
ま
た
、
高
額
療
養
費
に
該
当
し

　
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

　
場
合
は
、
高
額
療
養
費
の
支
給

　
額
を
差
し
引
い
た
額
が
支
給
対

　
象
で
す
。

申
請
書
の
送
付
時
期

　
１
月
末
～
２
月
初
旬
ご
ろ
予
定

申
請
方
法

〈
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
〉

　
支
給
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
保
険
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

注
平
成
２６
年
８
月
１
日
～
２７
年
７

　
月
３１
日
の
間
に
、
転
入
や
転
出

　
に
よ
り
保
険
証
が
変
更
と
な
っ

　
た
人
は「
自
己
負
担
額
証
明
書
」

　
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
必
要
な
人
は
、
保
険
課
に
連
絡

　
し
て
く
だ
さ
い
。

（※1）世帯における国民健康保険加入者の総所得金額等の合計額
（※2）世帯における 70歳以上の国民健康保険加入者または後期高齢者医療制度加入者の中で、市民税課税所得が 145万円以上の人が 1人以上いる
　　��世帯
（※3）市民税非課税の世帯。なお、低所得Ⅰは、世帯における国民健康保険加入者または後期高齢者医療制度加入者の所得がいずれも 0円である世帯

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
は
、
１

年
間
の
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の

自
己
負
担
額
を
合
算
し
、
世
帯
で

一
定
の
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
場
合
に
、
そ
の
超
え
た
額
を
支

給
す
る
制
度
で
す
。

　
医
療
保
険
や
介
護
保
険
に
は
、

支
払
っ
た
自
己
負
担
額
に
つ
い

て
、高
額
療
養
費
や
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
に
よ
り
月
単
位
で
上

限
額
を
設
け
て
い
ま
す
が
、
こ
の

両
方
を
負
担
す
る
世
帯
の
軽
減
を

図
る
た
め
、
高
額
介
護
合
算
療
養

費
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
に
お
け

る
世
帯
の
自
己
負
担
限
度
額
は
下

表
の
と
お
り
で
す
。
支
給
対
象
世

帯
に
は
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費

支
給
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

支
給
対
象　
世
帯
に
お
け
る
自
己

負
担
額
の
合
算
額
か
ら
、
自
己
負

担
限
度
額（
下
表
）を
差
し
引
い
た

と
き
、
５００
円
以
上
と
な
る
場
合
で

す
。

注
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
ど
ち

　
ら
か
の
自
己
負
担
額
が
０
円
で

　
あ
る
場
合
は
支
給
対
象
外
で
す
。

合
算
対
象
期
間　
平
成
２６
年
８
月

１
日
～
２７
年
７
月
３１
日
ま
で（
１

年
間
）

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

支
給
申
請
書
を
送
付

還
付
金
詐
欺
に
注
意

世帯区分 国民健康保険＋介護保険
（～ 69歳の世帯） 世帯区分 国民健康保険＋介護保険

（70歳～ 74歳の世帯）
後期高齢者医療制度
＋介護保険

基礎控除後の所得（※ 1）901万円超 176万円 現役並み所得
（※2） 67万円 67万円

基礎控除後の所得（※ 1）600万円超 901万円以下 135万円 一般所得 56万円 56万円
基礎控除後の所得（※ 1）210万円超 600万円以下 67万円 低所得（※3） Ⅱ 31万円 31万円
基礎控除後の所得（※ 1）210万円以下 63万円 Ⅰ 19万円 19万円
市民税非課税 34万円


